
1 

 

 

2026年 6月 30日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｊ Ｓ Ｐ 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 大 久 保 知 彦 

 (コ－ド番号：7942東証プライム) 

連絡者の役職氏名 
取締役常務執行役員 

経 営 企 画 本 部 長 
中 嶋 一 浩 

 ( T E L ： 0 3－ 6 2 1 2 － 6 3 0 6 ) 

 

支配株主等に関する事項について 

 

当社のその他の関係会社である三菱瓦斯化学株式会社について、支配株主等に関する事項は、以

下の通りとなりますので、お知らせいたします。 

 

１． 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号

等 

(2026年３月 31日現在) 

名  称 属 性 議決権所有割合（％） 発行する株式が上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

三菱瓦斯化学

株式会社 

その他の

関係会社 
47.46 0.22 47.68 

株式会社東京証券取引所 

プライム市場 

 

２． 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 

三菱瓦斯化学株式会社は当社議決権の 47.68％（内、間接所有 0.22％）を所有する筆頭株主で

あり、「その他の関係会社」に該当いたします。当社は、2023 年 12 月 22 日に同社との資本業務

提携を解消しており、当社独自の成長戦略を検討・推進しながらグループ企業価値の向上を図っ

ていくことが望ましいと判断しております。 
また、当社の経営の自主性が尊重され、当社のガバナンス体制及び組織・執行体制等の各種体

制、経営方針・経営戦略並びに各種決定事項については、当社の独立性は確保されているものと

認識しております。 
なお、現時点における当社役員の同社との兼任はありません。また、他に出向者の受け入れも

ありません。 
 

３．支配株主等との取引に関する事項 

当社は、三菱瓦斯化学株式会社より原材料等の仕入等を行っておりますが、記載すべき重要な

取引はありません。 

 

４．支配株主を有する場合は、支配株主との取引等を行う際における少数株主保護の方策の履行状

況 

当社は支配株主を有しておりませんが、コーポレートガバナンスガイドラインにおいて、親会

社等やそのグループ企業との取引については、社外取締役のみで構成される取締役会の諮問機関

であるガバナンス特別委員会により、親会社等やそのグループ企業と少数株主の間の利益相反を

監視、監督し、適正性の確保に努めるものと定めております。 
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その定めに基づき、親会社等やそのグループ企業との取引については、取締役会からの諮問に

応じて、ガバナンス特別委員会が独立当事者間における取引と同等の水準を維持しているかにつ

いて検証、取締役会への答申を行い、取締役会において取引状況の報告と取引継続についての承

認を受けております。 

 

以  上 


